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解説／特別改善指導「暴力防止指導」（R7）について

一
　
は
じ
め
に

　

皆
さ
ん
御
承
知
の
と
お
り
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
拘
禁
刑

が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
刑
事
施
設
に
お
い
て
は
、
個
々
の
受
刑

者
の
特
性
に
応
じ
た
き
め
細
や
か
な
処
遇
を
よ
り
一
層
推
進
し
て

い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
拘
禁
刑
が
始
ま
る
タ
イ
ミ
ン

グ
で
、
特
別
改
善
指
導
「
暴
力
防
止
指
導
」（
R
7
）
が
産
声
を

上
げ
、暴
力
事
犯
者
に
対
す
る
新
た
な
指
導
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
新
た
な
特
別
改
善
指
導
で
あ
る

「
暴
力
防
止
指
導
」
に
つ
い
て
、
そ
の
新
設
の
経
緯
や
概
要
、
具

体
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
等
を
御
紹
介
し
ま
す
。

　

な
お
、
本
稿
中
の
意
見
に
わ
た
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
全
て
筆

者
ら
の
私
見
で
す
。

二
　
新
設
の
経
緯

（
一
）　
前
身
で
あ
る
一
般
改
善
指
導
﹁
暴
力
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂

の
開
発

特
別
改
善
指
導「
暴
力
防
止
指
導
」（
R
7
）に
つ
い
て

矯
正
局
成
人
矯
正
課
処
遇
第
二
係
法
務
専
門
官　

島し
ま

﨑ざ
き

素す

直な
お

　

矯
正
研
修
所
効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
効
果
検
証
官　

小お

野の

玲れ
い

華か

矯
正
研
修
所
効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
効
果
検
証
官
補　

池い
け

田だ

知と
も

美み
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解説／特別改善指導「暴力防止指導」（R7）について

　

平
成
一
八
年
の
刑
事
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る

法
律
の
施
行
時
に
は
、
薬
物
依
存
離
脱
指
導
（
R
1
）
や
性
犯
罪

再
犯
防
止
指
導（
R
3
）な
ど
の「
特
別
改
善
指
導
」と
は
異
な
り
、

暴
力
事
犯
受
刑
者
に
対
す
る
統
一
的
な
指
導
は
設
け
ら
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
、
例
え
ば
「
再
犯
防
止
に
向
け
た
総
合
対
策
」（
平
成

二
四
年
七
月
二
〇
日
犯
罪
対
策
閣
僚
会
議
決
定
）
で
は
、
対
人
暴
力

等
の
問
題
性
が
大
き
い
者
へ
の
適
切
な
処
遇
・
指
導
を
実
施
す
る

こ
と
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
る
な
ど
、
社
会
的
な
関
心
の
高
ま
り
か

ら
、
ま
た
、
政
府
の
方
針
と
し
て
も
、
暴
力
の
問
題
性
を
有
す
る

受
刑
者
に
対
す
る
指
導
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
ニ
ー
ズ
等
を
踏
ま
え
、
法
務
省
矯
正
局
に
お
い
て
、

暴
力
事
犯
者
を
対
象
と
し
た
統
一
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発
し
、

平
成
二
六
年
度
か
ら
は
一
部
の
刑
事
施
設
（
平
成
二
六
年
度
当
初

は
一
四
庁
）に
お
い
て
、一
般
改
善
指
導「
暴
力
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

を
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

（
二
）　
一
般
改
善
指
導
か
ら
特
別
改
善
指
導
へ

　

平
成
二
六
年
度
以
降
は
、
一
部
の
施
設
に
お
い
て
、
統
一
的
な

指
導
で
あ
る
暴
力
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
実
施
し
、
暴
力
事
犯
受

刑
者
に
対
し
て
、再
発
防
止
に
向
け
た
指
導
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

他
方
で
、
第
一
次
再
犯
防
止
推
進
計
画
（
平
成
二
九
年
一
二
月

閣
議
決
定
）、
第
二
次
再
犯
防
止
推
進
計
画
（
令
和
五
年
三
月
閣
議

決
定
）
な
ど
に
お
い
て
、
対
人
暴
力
の
問
題
を
抱
え
る
者
等
に
対

す
る
改
善
指
導
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ

た
ほ
か
、「
矯
正
処
遇
等
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
」（
令

和
四
年
七
月
）
で
は
、「
暴
力
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
は
特
別
改
善

指
導
に
改
編
し
、
標
準
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
見
直
し
及
び
実
施
庁
の
拡

充
を
図
る
こ
と
の
方
向
性
が
示
さ
れ
る
な
ど
、配
偶
者
等
暴
力（
以

下
「
D
V
」
と
い
う
。）
や
ス
ト
ー
カ
ー
、
児
童
虐
待
と
い
っ
た
個

別
の
暴
力
の
問
題
も
含
め
た
暴
力
事
犯
受
刑
者
へ
の
処
遇
を
よ
り

一
層
充
実
さ
せ
、
全
国
的
に
展
開
し
て
い
く
必
要
性
が
強
く
認
め

ら
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、「
暴
力
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
改
訂
し
、

特
別
改
善
指
導
と
し
て
「
暴
力
防
止
指
導
」
を
実
施
す
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

　

新
設
の
際
の
変
更
点
は
様
々
あ
り
ま
す
が
、
特
に
大
き
な
ポ
イ

ン
ト
と
し
て
は
、
実
施
施
設
が
全
施
設
に
拡
充
さ
れ
た
こ
と
、
暴

力
全
般
の
問
題
を
扱
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
加
え
、
児
童
虐
待
や
D
V

と
い
っ
た
個
別
の
問
題
性
に
対
応
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
別
に
設
け
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解説／特別改善指導「暴力防止指導」（R7）について

た
こ
と
、
の
二
点
で
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

三
　
暴
力
防
止
指
導
（
R
7
）
の
概
要

（
一
）　
構
成
等

　

暴
力
防
止
指
導
は
、
図
1
の
と
お
り
、
暴
力
全
般
の
問
題
を
扱

う
「
コ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
、
児
童
虐
待
と
D
V
の
問
題
を
そ
れ

ぞ
れ
扱
う
二
つ
の
「
オ
プ
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
か
ら
構
成
さ
れ

て
お
り
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
や
個
別
課
題
等
に
よ
る
方
法
で
指
導

し
ま
す
。
暴
力
防
止
指
導
の
実
施
が
必
要
と
認
め
ら
れ
た
受
刑
者

に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
全
員
に
「
コ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
実

施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
さ
ら
に
必
要
な
者
に
は
、
個
々
の

問
題
に
応
じ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
児
童
虐
待
と
D
V
の
い
ず
れ
の
問
題
も
有

し
て
い
る
受
刑
者
に
は
、
執
行
す
べ
き
刑
期
が
短
い
場
合
な
ど
を

除
き
、「
コ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム
」、「
オ
プ
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
児

童
虐
待
）」
及
び
「
オ
プ
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
D
V
）」
の
三
つ

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

（
二
）　
対
象
者
や
目
標
等

　

対
象
者
は
、
殺
人
、
傷
害
、
傷
害
致
死
、
暴
行
な
ど
の
暴
力
事

犯
の
原
因
と
な
る
認
知
の
偏
り
又
は
自
己
統
制
力
の
不
足
が
あ
る

者
で
あ
り
、
こ
の
中
に
は
、
オ
プ
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
行
う
必

要
が
あ
る
「
児
童
虐
待
」
や
D
V
の
問
題
を
有
す
る
者
も
含
ま
れ

ま
す
。

　

こ
う
し
た
対
象
者
に
対
し
て
、
認
知
行
動
療
法
や
ア
ン
ガ
ー
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
の
理
論
を
ベ
ー
ス
に
、
自
分
の
暴
力
の
パ
タ
ー
ン
を

理
解
し
、
被
害
者
に
対
す
る
影
響
や
自
身
の
責
任
に
つ
い
て
も
考

え
さ
せ
な
が
ら
、
暴
力
以
外
で
適
切
に
自
分
の
考
え
や
感
情
を
表

現
す
る
た
め
の
具
体
的
な
方
法
を
習
得
さ
せ
る
指
導
を
行
っ
て
い

き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
各
オ
プ
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
受
刑
者
の
暴
力

等
の
被
害
者
で
あ
る
子
ど
も
や
配
偶
者
等
、
特
定
の
相
手
と
の
関

わ
り
に
つ
い
て
振
り
返
ら
せ
、
適
切
な
関
わ
り
方
や
対
処
方
法
を

習
得
さ
せ
る
こ
と
も
目
標
と
し
て
い
ま
す
。
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図 1
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解説／特別改善指導「暴力防止指導」（R7）について

四
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容

（
一
）　
改
訂
内
容

　

前
身
の「
暴
力
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（
以
下「
改
訂
前
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

と
い
う
。）
は
、
認
知
行
動
療
法
や
ア
ン
ガ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

考
え
方
を
基
に
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
対
人
ス
キ
ル
、
親
密
な

他
者
へ
の
暴
力
に
関
す
る
心
理
教
育
等
も
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、

暴
力
を
振
る
う
こ
と
が
な
い
よ
う
様
々
な
観
点
か
ら
学
習
す
る
プ

ロ
グ
ラ
ム
構
成
（
全
一
七
単
元
）
で
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
既
述
の
と
お
り
、
児
童
虐
待
や
D
V
と
い
っ

た
個
別
の
問
題
性
等
に
対
し
て
、
指
導
内
容
を
よ
り
充
実
さ
せ
る

必
要
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
全
体
の
構
成
を
見

直
し
、
暴
力
全
般
の
問
題
に
つ
い
て
指
導
を
行
う
「
コ
ア
プ
ロ
グ

ラ
ム
」、
個
別
の
問
題
性
に
対
し
指
導
を
行
う
「
オ
プ
シ
ョ
ン
プ

ロ
グ
ラ
ム
」
の
二
段
構
成
に
す
る
こ
と
と
し
、
外
部
の
有
識
者
や

協
力
庁
と
の
検
討
を
行
い
な
が
ら
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
改
訂
を
行
い

ま
し
た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
成
に
係
る
主
な
改
訂
内
容
は
図
2
の

と
お
り
で
す
が
、
認
知
行
動
療
法
の
考
え
方
を
ベ
ー
ス
に
、
コ
ア

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
序
盤
に
暴
力
の
定
義
等
の
心
理
教
育
や
認
知

行
動
療
法
の
「
基
本
モ
デ
ル
」
を
学
ん
だ
上
で
、
思
考
（
認
知
）

や
感
情
と
い
っ
た
認
知
行
動
療
法
の
各
領
域
の
学
習
に
入
る
構
成

と
し
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
の
基
本
と
な
る
考
え
方
を
学
ん
だ
上
で
、

オ
プ
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
児
童
虐
待
や
D
V
と
い
っ
た

個
別
の
問
題
を
扱
う
構
成
と
し
、指
導
内
容
を
体
系
化
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
改
訂
前
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
認
知
行
動
療
法
の
モ
デ
ル

と
し
て
、「
認
知
」
を
介
在
し
て
「
感
情
」、「
身
体
反
応
」、「
行
動
」

が
生
じ
る
こ
と
を
想
定
す
る
「
直
線
モ
デ
ル
」
を
採
用
し
て
い
ま

し
た
が
、
近
年
の
動
向
や
他
の
特
別
改
善
指
導
と
の
連
続
性
を
考

慮
し
、「
認
知
」
や
「
感
情
」
等
が
互
い
に
影
響
し
合
う
こ
と
を

想
定
す
る
「
相
互
作
用
モ
デ
ル
」
を
採
用
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
必
ず
扱
う
「
テ
キ
ス
ト
」
に
加
え
、
必

要
に
応
じ
て
補
足
的
に
活
用
す
る
た
め
の
「
資
料
集
」
を
用
意
し

ま
し
た
。
改
訂
前
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
指
導
し
て
い
た
、
ス
ト
レ
ス
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
や
ア
サ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
具
体
的
技
法
等
に
つ
い

て
は
、
内
容
の
充
実
化
を
図
っ
た
上
で
「
資
料
集
」
に
集
約
し
た

ほ
か
、
実
践
場
面
の
検
討
を
行
う
シ
ナ
リ
オ
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
用
の

事
例
集
、
思
考
（
認
知
）
等
の
検
討
を
よ
り
深
め
る
た
め
の
「
自

分
史
」
等
も
掲
載
し
ま
し
た
。
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解説／特別改善指導「暴力防止指導」（R7）について

　
以
下
、
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
詳
細
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

（
二
）　
コ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て

　
コ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
既
述
の
と
お
り
、
認
知
行
動
療
法
や
ア

ン
ガ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
え
に
基
づ
く
心
理
教
育
や
演
習
を
行

い
ま
す
が
、そ
の
内
容
は
、ま
ず
「
思
考
（
認
知
）」、「
感
情
」、「
身

体
反
応
」、「
行
動
」
の
枠
組
み
を
用
い
て
自
分
自
身
の
暴
力
の
パ

タ
ー
ン
を
考
え
さ
せ
ま
す
（
単
元
一
か
ら
三
ま
で
）。
さ
ら
に
、
暴

力
に
つ
な
が
り
や
す
い
自
身
の
思
考
の
「
く
せ
」（
考
え
方
の
特
徴
）

を
理
解
さ
せ
る
と
と
も
に
（
単
元
四
及
び
五
）、
暴
力
の
背
景
に
あ

る
自
身
の
感
情
や
本
当
に
求
め
て
い
た
こ
と
を
整
理
さ
せ
（
単
元

六
及
び
七
）、
感
情
（
特
に
怒
り
）
が
暴
力
に
つ
な
が
る
際
の
身
体

反
応
に
気
付
か
せ
る
（
単
元
八
）
こ
と
に
よ
り
、
暴
力
の
「
機
能
」

や
暴
力
を
選
択
す
る
自
分
自
身
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
さ
せ
ま

す
。
加
え
て
、
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
等
の
対
処
ス
キ
ル
を
学

び
、
こ
れ
ら
を
日
々
実
践
、
訓
練
す
る
場
と
し
て
、「
振
り
返
り

日
記
」
を
宿
題
と
し
、
継
続
的
に
取
り
組
ま
せ
ま
す
。

　
ま
た
、「
被
害
者
と
責
任
」（
単
元
九
）
を
新
た
に
設
け
、
事
件

を
起
こ
し
た
責
任
や
自
分
の
暴
力
が
被
害
者
に
与
え
た
影
響
を
考

え
さ
せ
、
暴
力
を
繰
り
返
さ
な
い
方
法
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
と
し

１ オリエンテーション

２ 暴力のパターンを
３ 理解する

４・５ 思考の「くせ」

６・７ 「感情」を理解する

９ 被害者と責任
10  再発防止と今後の計画

８ 「身体反応」を理解する

児童虐待／配偶者等暴力

対処法リスト・様々な感情
アサーション・問題解決法
ロールプレイ事例集・自分史

コアコア

オプション

資料集※

暴力防止指導（Ｒ７）

１ オリエンテーション

２ 危ない場面での対処法

３ 間を取って落ち着く

４ 暴力の道筋ときっかけ

５ 暴力と身体反応

６ 暴力と感情

７ 暴力と思考

８ 思考チェンジ（MCC法）

9-11 親密な相手への暴力

12 理想のライフスタイル

13 暴力に近づかないための
コミュニケーション

14 アサーション

15-6 問題を解決する

17 これまでのことを振り返る

※

※

※

暴力防止プログラム

指導全体の補完

※は資料集に整理

※

認知行動療法の考えに基
づく、自分の「暴力」に
係る思考・感情・身体反
応等の分析、自己理解

各単元宿題における
「振り返り日記」の実施
→指導で学んだことを
実践、検討する機会

被害者への影響及び
自身の責任の検討
事件全体の振り返り

「再発防止計画」策定

図2　暴力防止プログラムと暴力防止指導（R7）の対応及び単元内容
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解説／特別改善指導「暴力防止指導」（R7）について

ま
し
た
。
最
後
の
単
元
一
〇
で
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ま
と
め
と
し

て
、
各
単
元
で
検
討
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
再
び
暴
力
を
し
な
い

た
め
の
対
処
方
法
を
整
理
し
た
「
再
発
防
止
計
画
」
を
作
成
さ
せ

ま
す
。

（
三
）　
オ
プ
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て

　
オ
プ
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
コ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
学
ん
だ

「
基
本
モ
デ
ル
」
を
基
に
、
児
童
虐
待
や
D
V
の
問
題
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ
検
討
を
深
め
さ
せ
ま
す
。

ア　

オ
プ
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
児
童
虐
待
）

　
オ
プ
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
児
童
虐
待
）
に
つ
い
て
は
、
暴

力
の
問
題
性
を
考
え
さ
せ
る
以
外
に
も
、「
養
育
」
と
い
っ
た

視
点
も
扱
う
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
子
育
て
に
関
す
る
心

理
教
育
に
加
え
、
対
象
者
自
身
が
子
ど
も
に
対
し
行
っ
て
き
た

養
育
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
影
響
を
与
え
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
自
身
が
親
等
か
ら
受
け
た
養
育
を
も
丁
寧
に
振
り
返
ら
せ
、

「
養
育
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
自
己
理
解
を
深
め
さ
せ
る
内
容
と

し
ま
し
た
。

　
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
各
単
元
は
図
3
の
と
お
り
で
す
が
、
具
体
的

に
は
、
養
育
の
振
り
返
り
を
通
じ
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
動
機
付
け

１ オリエンテーション

２・３ パートナーへの暴力を
理解する

４ パートナーとの対等な関係

５ 再発防止に向けた今後の計画

暴力と平等を考える
アサーション・様々な感情
対処法リスト・自分史

巻末資料※

暴力防止指導（オプションプログラム ＤＶ）

指導全体の補完

 図4　�暴力防止指導オプションプロ
グラム（DV）の単元内容

１ オリエンテーション

２・３ 自分の「養育」を
理解する

４ 子どもとの関わり方を考える

５ 再発防止に向けた今後の計画

子どもへの好ましい関わり
感情の氷山・様々な感情
アサーション・対処法リスト・自分史

巻末資料※

暴力防止指導（オプションプログラム 児童虐待）

指導全体の補完

 図3　�暴力防止指導オプションプログラ
ム（児童虐待）の単元内容
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解説／特別改善指導「暴力防止指導」（R7）について

を
図
り
、
児
童
虐
待
に
至
っ
た
思
考
（
認
知
）、
感
情
等
を
分

析
し
、「
養
育
」
に
係
る
不
適
切
な
パ
タ
ー
ン
等
に
気
付
か
せ
、

自
己
理
解
を
深
め
さ
せ
ま
す
（
単
元
一
か
ら
三
ま
で
）。
そ
の
上

で
、子
ど
も
と
の
関
わ
り
方
を
具
体
的
に
検
討
さ
せ
（
単
元
四
）、

最
後
に
、
再
発
防
止
に
向
け
た
対
処
法
等
を
ま
と
め
た
「
再
発

防
止
計
画
」
を
作
成
さ
せ
ま
す
（
単
元
五
）。
加
え
て
、
再
発

防
止
策
と
し
て
、
社
会
内
の
支
援
機
関
に
つ
い
て
も
説
明
し
、

子
育
て
に
悩
ん
だ
際
に
一
人
で
抱
え
ず
、
支
援
機
関
を
頼
る
こ

と
も
選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。

イ　

オ
プ
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
D
V
）

　
D
V
加
害
者
に
つ
い
て
は
、
感
情
的
に
暴
力
行
為
に
至
っ
た

者
が
い
る
一
方
で
、
例
え
ば
、「
パ
ー
ト
ナ
ー
に
対
し
て
、
自

分
の
思
い
通
り
に
す
る
権
利
が
あ
る
」
な
ど
の
偏
っ
た
「
思
考
」

に
基
づ
い
て
暴
力
を
選
択
し
た
者
等
も
い
る
こ
と
か
ら
、
パ
ー

ト
ナ
ー
と
の
過
去
の
関
わ
り
を
具
体
的
に
思
い
出
さ
せ
、
問
題

性
を
理
解
さ
せ
る
と
と
も
に
、
自
分
の
考
え
や
感
情
を
適
切
に

表
現
す
る
方
法
を
検
討
さ
せ
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
人

に
よ
っ
て
は
、
自
分
の
行
為
が
D
V
で
あ
る
と
の
認
識
が
な
い

者
や
、
パ
ー
ト
ナ
ー
以
外
の
人
間
関
係
で
は
暴
力
を
振
る
わ
な

い
者
な
ど
も
い
る
た
め
、「
対
等
」
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
関
わ

り
方
に
つ
い
て
も
学
ぶ
内
容
と
し
ま
し
た
。

　
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
各
単
元
は
図
4
の
と
お
り
で
す
が
、
具
体
的

に
は
、
D
V
と
は
ど
ん
な
暴
力
か
、
ま
た
、
そ
の
具
体
的
な
暴

力
の
内
容
に
つ
い
て
も
心
理
教
育
を
行
い
（
単
元
一
）、
D
V

に
つ
な
が
り
や
す
い
思
考
の
「
く
せ
」
や
パ
ー
ト
ナ
ー
に
対
す

る
感
情
、
相
手
に
求
め
て
い
た
こ
と
等
を
振
り
返
ら
せ
（
単
元

二
及
び
三
）、
自
己
理
解
を
深
め
て
い
き
ま
す
。
そ
の
上
で
、

自
分
の
暴
力
が
パ
ー
ト
ナ
ー
に
与
え
た
影
響
を
振
り
返
ら
せ
な

が
ら
、
自
分
の
考
え
や
感
情
を
適
切
に
表
現
す
る
方
法
、
対
等

な
関
わ
り
方
等
を
検
討
・
練
習
し
（
単
元
四
）、
最
後
に
、
パ
ー

ト
ナ
ー
へ
の
暴
力
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
の
対
処
法
を
記
載
し

た
「
再
発
防
止
計
画
」
を
作
成
さ
せ
ま
す
（
単
元
五
）。

（
四
）　「
再
発
防
止
計
画
」

　
い
ず
れ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
も
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
考
え
、
学
ん
だ

こ
と
を
踏
ま
え
、
再
び
暴
力
を
し
な
い
た
め
の
具
体
的
な
方
法
を

対
象
者
自
身
が
ま
と
め
、「
再
発
防
止
計
画
」
に
落
と
し
込
ん
で

い
き
ま
す
。
こ
の
「
再
発
防
止
計
画
」
は
、
出
所
後
に
も
対
象
者

自
身
が
活
用
で
き
る
よ
う
、
原
本
又
は
そ
の
写
し
を
、
出
所
時
に

対
象
者
に
交
付
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
刑
事
施
設
か
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解説／特別改善指導「暴力防止指導」（R7）について

ら
社
会
内
へ
の
一
貫
性
の
あ
る
効
果
的
な
指
導
を
行
え
る
よ
う

に
、
更
生
保
護
官
署
に
も
引
き
継
ぐ
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

五
　
さ
い
ご
に

　
刑
事
施
設
に
お
い
て
、
暴
力
の
問
題
を
有
す
る
受
刑
者
に
適
切

に
暴
力
防
止
指
導
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
は
、
社
会
的
要
請
に
応

え
る
重
要
な
取
組
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
私
た
ち
は
そ
の
指
導
内
容

を
充
実
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
に
は
、実
施
上
の
課
題
等
を
適
時
に
検
討
す
る
と
と
も
に
、

時
機
を
捉
え
て
効
果
検
証
を
実
施
し
、必
要
な
改
訂
を
行
う
な
ど
、

よ
り
実
効
性
の
あ
る
指
導
と
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考

え
ま
す
。

　
ま
た
、
暴
力
と
一
言
で
い
っ
て
も
、
例
え
ば
、
介
護
疲
れ
に
よ

る
暴
力
、
飲
酒
や
薬
物
摂
取
下
で
の
暴
力
、
暴
走
族
・
暴
力
団
同

士
の
抗
争
、
子
ど
も
や
配
偶
者
、
ス
ト
ー
カ
ー
被
害
者
等
の
特
定

の
相
手
に
対
す
る
暴
力
な
ど
、
暴
力
に
至
る
パ
タ
ー
ン
は
人
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
様
々
な
パ
タ
ー
ン
の
「
暴
力
」
の
問
題
に

ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
よ
う
コ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
作
成
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
児
童
虐
待
や
D
V
の
よ
う
に
、
特
定
の
暴
力
の
問
題
に
焦

点
を
当
て
て
、
指
導
内
容
を
組
み
立
て
た
方
が
よ
り
処
遇
効
果
が

高
ま
る
も
の
が
他
に
も
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
新
た
に
オ
プ
シ
ョ
ン

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発
し
て
い
く
こ
と
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
暴
力
防
止
指
導
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ

り
、
ま
ず
は
暴
力
防
止
指
導
を
着
実
に
、
か
つ
、
適
切
に
実
施
す

る
こ
と
が
優
先
さ
れ
ま
す
が
、
上
記
の
よ
う
な
不
断
の
見
直
し
を

行
い
な
が
ら
、
暴
力
防
止
指
導
の
充
実
を
図
っ
て
い
く
こ
と
に
よ

り
、
暴
力
事
犯
者
の
再
犯
防
止
施
策
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
ま
す
。

　
最
後
に
、
本
指
導
の
改
訂
・
開
発
に
つ
き
ま
し
て
、
本
田
恵
子

教
授
（
早
稲
田
大
学
）、
森
田
展
彰
准
教
授
（
筑
波
大
学
）
か
ら
、

多
く
の
貴
重
な
御
助
言
と
御
示
唆
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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